「上天草生活応援商品券」取扱店舗募集要領

１　事業概要
物価高騰の影響緩和と、本市におけるキャッシュレス決済のさらなる普及のため、市内の商工業者の店舗で利用できる「上天草生活応援商品券」を上天草市全市民（令和８年３月１日時点の住民基本台帳に記載のあるもの）に対して発行し、郵送にて交付します。
　利用者は、交付された「上天草生活応援商品券」を対応店舗に持参し、商品券に記載されている二次元バーコード（QRコード）を提示して、店舗側のスマートフォン等の端末で読み取り、決済金額をスマートフォンに入力することで利用者のQRコードから決済額が差し引かれ、決済完了となります。
「上天草生活応援商品券」には事前に10,000円分の商品券がチャージされており、事業期間中に0円になるまで1円単位で使用することができます。
取扱店舗に関する事務については、この要領に基づき行います。

２　上天草生活応援商品券について
（1） 名称		上天草生活応援商品券
（2） 発行者		上天草市デジタルポイント実行委員会
（3） 利用者		上天草全市民
（4） 取扱店舗	上天草市内の事業者（業種は問いません。）
（5） 発行枚数	基準日（令和8年3月1日）時点の上天草市市民
（6） 発行額		10,000円×発行枚数
（7） 発行方法	世帯人数分の商品券を各世帯主宛てに郵送
（8） 実施期間	令和８年４月１３日（月）から令和８年７月３１日（金）

３　加盟店参加資格
　上天草市内に店舗や事務所を営む商工業者で、連絡可能なメールアドレスやインターネット利用可能なPCやタブレット、スマートフォンを所有する事業者を対象とし、次の（１）から（４）までに該当する店舗及び事業者を除きます。
（1） 風俗営業などの規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第４号に定める営業並びに同法第２条第５項で定める事業者
（2） 上天草市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第２条第１号から第３号までの規定に該当する事業者
（3） 特定の宗教・政治団体とかかわる事業者
（4） 前各号に掲げるもののほか、上天草生活応援商品券発行目的から上天草市が取扱店舗として不適当と判断した事業者

４　上天草生活応援商品券の利用対象にならないもの
　上天草生活応援商品券は、上天草市内の店舗における、支払いに広く利用することができますが、以下につきましては利用を禁止とします。
（1） 商品券、ビール券、図書券、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカード、チケット、電子マネーのチャージ、宝くじ、有価証券その他、換金性・投機性の高いものの購入
（2） 商品及びサービスの引換券等、代金を前払いするもの
（3） 土地や家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
（4） 事業活動に伴い発生した支払い（商品の仕入れ等）
（5） 国又は地方公共団体への支払（国税、地方税、保険料、使用料などの公租公課）
（6） 参加店舗の役職員が、参加店舗に代わり、参加店舗の自社商品を購入したと偽る換金行為（但し、参加店舗の役職員が、真に、参加店舗の商品を購入することを止めるものではない。）
（7） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第４号に規定する「麻雀、パチンコ等」、同法第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払い
（8） 特定の宗教・政治団体と関わるもの
（9） 　その他公序良俗に反するもの
（10） 本事業の目的を踏まえ不適当と上天草市が認めるもの

５　取扱店舗の責務
（1） ポスター・チラシ類を活用し、加盟店であることが明確になるように努めてください。
（2） 熊本県暴力団排除条例及び上天草市暴力団排除条例を遵守してください。
（3） 今後、上天草市、上天草市商工会及び、上天草市デジタルポイント実行委員会が必要とする場合、可能な限り、事業への参加や店舗情報の提供等にご協力ください。

６　取扱店舗登録手続きについて
（1） 上天草市から送付する申込書やメールに記載された申込用URLにてお申込みを受付します。
（2） 申込内容を実行委員会で確認・審査し、事業への参加を認可します。
（3） 事業参加承認後、事業者向けの説明会を開催いたしますので、必ずご参加下さい。

７　精算について
　上天草生活応援商品券が使用された場合、事業者に対し、店舗での利用金額を月に２回振り込みます。※
※　上天草市商工会非会員の場合は、振込手数料を控除後の金額を振り込みます。
※　原則、第２、第４月曜日締め分を、第２、第４金曜日に指定された口座へ振込予定。

８　その他留意事項
（1） 上天草生活応援商品券については、上天草市観光おもてなし課産業振興係へお問合せください。（TEL　0964-26-5531（直通））
（2） 取扱店舗情報は、商品券からのウェブアクセスや、市報等で随時広報します。
（3） 取扱い店舗と、上天草市とのやりとりは主にEメールやインターネットを介して行いますので、できる限り連絡可能なEメールアドレスやインターネットが利用可能なPCやタブレット、スマートフォンをご用意ください。
（4） 事業実施期間等を上天草市は、予告なく変更または終了することがあります。
